
第６回佐久市都市計画審議会会議次第 

 

日 時：平成 28 年 10 月 20 日（木） 

午後 1時 30 分から 

場 所：市役所南棟 大会議室 

 

 １ 開  会 

 

  ２ あいさつ 

 

 ３ 議  事 

    （１）議事録署名委員の指名 

     

（２）事務報告 

       ①傍聴者報告 

       ②前回（第５回）議案の処理状況等報告 

 

    （３）調査審議 

       ①立地適正化計画策定に係る誘導区域及び誘導施策の基本的な考え方 

について 

       ②佐久市都市計画マスタープラン策定方針について 

 

    （４）そ の 他 

   

４ 閉  会 



 

 

第 ６ 回 

 

佐久市都市計画審議会資料 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１０月２０日 



  

 

 

平成28年 10月 20日 

 

 

 

 

 

第 ６ 回 

佐久市都市計画審議会 

事 務 報 告 

 



事務処理の概要 

 

平成２８年７月１４日（木）に開催しました第５回佐久市都市計画審議会における付

議事項の処理状況については、下記のとおりです。 

 

１ 佐久市都市計画マスタープランの一部改定について 

   ・平成２８年７月１４日付、審議会より答申を受け、平成２８年７月２０日付で 

都市計画マスタープランの変更を決定 

  ・平成２８年７月２７日付、変更決定に係る公告 

   

 



 

 

 

調査審議① 

 

 

 立地適正化計画策定に係る誘導区域及び誘導施策の基本的な 

考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



将来

佐久市立地適正化計画の基本的な考え方について

このままだと更に低密度な市街地が広がり・・・

資料No.1-1

(1) 計画の位置付け

■平成26年8月に制度化（都市再生特別措置法の改正）

■立地適正化計画には以下の事項を定める

立地適正化計画の背景と目的1

立地適正化計画の概要2

佐久市における立地適正化計画策定の基本的な考え方3

都市機能誘導区域の検討5

■合併前の旧市町村の中心部を核としてまちなみが形成されている

■居住地の無秩序な拡散が見られる

■急速な人口減少と高齢化社会に直面

■居住者の生活を支えるサービス（商業・医療・福祉・子育て、公共交通等）

の提供が困難に

■拡散したインフラの維持・更新が困難に

都市機能誘導区域：生活利便機能を誘導し、集約する区域
居住誘導区域：居住を誘導し、人口密度を維持する区域
誘導施設：居住者の共同の福祉や利便の向上を図る施設

■本計画は「佐久市総合計画」に即するものと位置づけ、「佐久市人口ビジョン」及び
「佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえた施策展開に留意する。

■都市構造は、「佐久市都市計画マスタープラン」で掲げられている考え方を踏まえて
検討を行う。

■国の掲げる「多極ネットワーク型コンパクトシティ（医療・福祉・商業など日常生活に

必要な機能が集まる拠点同士を、鉄道やバスなどの公共交通により連携した集約型の

都市構造）」の考え方を基本として、地区それぞれの特性や多様なライフスタイルを

反映した“佐久市版”の快適なまちづくりの実現を目指す。

(2) 目指すべき都市構造

(3) 現況を踏まえた区域設定の考え方

今後のスケジュール4

立地適正化計画の策定に関するスケジュール（案）



現況からみた「居住の誘導に適した区域」＝ STEP1 ＋ STEP2 － STEP3

都市機能誘導区域の検討5

居住誘導区域の検討6

(1) 都市構造の検討

■現行の都市計画マスタープラン策定後の、市内での人口動態の変化、都市機能の
集積の進展、総合計画等の上位・関連計画の新たな策定等の状況変化を踏まえ、
これらを踏まえた新たな視点を加味し検証する必要がある。

■そのため、現行計画を踏まえつつ、その後の
考慮すべき要因を加味し、佐久市における都市

構造（拠点の位置づけ）を検討する。

２．上位・関連計画による位置付け

・佐久市総合計画
・佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略等

１．現況特性から見た拠点の評価
・人口動態
・都市機能の集積状況

■見直しの結果、各都市拠点については様々な機能的特徴があるとともに、佐久平駅

周辺地区の機能集積・人口集積が進展し、他の拠点に比べ都市拠点としての
ポテンシャルが高まっている状況がある。そのため、今後の都市構造については、
各拠点の性格・役割を明確化し、以下の様な設定とする。

(2) 都市機能誘導区域の基本的な考え方

都市機能誘導区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や

生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な
提供を図る区域のこと

■都市構造上の拠点のうち、用途地域内のものを対象とする

■広域・高次都市機能、商業・医療・福祉・子育て等の主要施設の集積状況を考慮する。

■都市計画マスタープランにおける位置付けを踏まえ、駅等の拠点から容易に回遊できる

範囲で、多様な都市機能の立地が可能な区域について配慮する。（佐久IC周辺地区は

産業系拠点であり、誘導区域から除外する）

(3) 現況を踏まえた区域設定の考え方

(1) 居住誘導区域の基本的な考え方

居住誘導区域とは、人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を
維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、
居住の誘導を図る区域のこと

(2) 現況を踏まえた区域設定の考え方

産業、医療、文化、行
政機能を主体とした中
心拠点

商 業 、 観 光 、 歴

史・文化機能を主

体とした中心拠点
商業、医療、歴史・文
化機能を主体とした中
心拠点

広域商業・業務、

居住、交流、交通

結節、情報発信機

能を主体とした広

域交流拠点
商業、歴史・文化機能
を主体とした中心拠点

日常的な生活利便

機能を主体とした

生活拠点

工業・流通業務機能を
主体とした中心拠点

STEP1
○公共交通のサービス圏域
○土地区画整理事業等の都
市的基盤整備区域

STEP2
○子育て世代から高齢者ま

で幅広い世代が、徒歩で日

常生活をまかなうことが可

能と考えられる生活利便性

の水準が高い区域

STEP3
○工業系用途等の区域

○災害の危険性のある区域

ますが、規制を伴うものではありません。

■都市構造の見直しの考え方

現行都市計画

マスタープランにおける

都市構造の基本的構成図

■用途地域内における生活利便機能及び居住機能を誘導する施策の検討

■用途地域外における地域コミュニティの維持・活性化が図られるような地域

および拠点のあり方の検討

今後検討を行う事項7
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調査審議② 

 

 

 佐久市都市計画マスタープラン策定方針について 
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